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医療制度改革の議論 

• 診療報酬・介護報酬同時改定 

– 中央社会保険医療協議会 

– 社会保障審議会 

• 医療部会・医療保険部会 

• 介護保険部会・介護給付費分科会 

 

• 医療体制の在り方 

– 医療計画（平成25年～）の見直し等に関する検討会 

– チーム医療の推進に関する検討会 
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在宅医療の推進 

チーム医療の推進 
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＊一括的な法整備については2012年を目途に法案提出 
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平成24年2月23日 全国介護保険・高齢者保健福祉    
担当課長会議資料（抜粋） 
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社会保障・税一体改革成案における改革項目 

内閣官房・社会保障改革担当（参考資料より） 



医療と介護ニーズ 

• 理想？のピンピンコロリ（急死） は 2割以下 

– 平均寿命：男性79歳 女性86歳 （平均83歳） 

– 健康寿命：男性73歳 女性78歳 （平均76歳） 

    

• 平均寿命と平均健康寿命の差は7年 

– 老化、認知症、後遺症、慢性疾患、骨折・・・ 

 

• 医療と介護のシームレスな提供が求められる 
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人生の最期に対する国民の要望 
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施設 病院 居宅 
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地域包括ケアの充実 薬剤師の参加も同様 



年齢階級別にみた薬剤種類数別件数の構成割合・１件当たり薬剤種類数 
（平成２０年６月審査分）  

厚生労働省資料より 
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在宅訪問開始時に発見された薬剤管理上の問題点 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

薬剤の保管状況 

薬剤の重複 

併用禁忌の薬剤 

薬剤の飲み忘れ 

薬剤が飲みにくい 

薬剤の飲みすぎ 

処方内容と食習慣のずれ 

副作用の発症 

服用薬剤の理解不足 

その他 

46.1 

10.2 

1.7 

40.5 

8.7 

10.2 

5.5 

15.8 

36.5 
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後期高齢者の服薬における問題と薬剤師の在宅患者訪問 

薬剤管理指導ならびに居宅療養管理指導の効果に関する 

調査研究 報告書 H20  3 日本薬剤師会 



チーム医療推進検討会の報告書（抜粋） 
（平成22年3月19日、チーム医療の推進に関する検討会報告書） 

（１）薬剤師（医療スタッフの役割の拡大） 
○薬物治療が高度化しており、チーム医療において、薬剤の専門家である 
 薬剤師が主体的に薬物治療に参加することが医療安全の確保の観点から 
 非常に有益である。 
 

○病棟において薬剤師が十分に活用されておらず、医師や看護師が注射剤 
  の調整（ミキシング）、副作用のチェックその他、薬剤の管理業務を担って 
  いる場面も少なくない。 
 

○在宅医療を始めとする地域医療においても、薬剤師が十分に活用されて 
  おらず、看護師等が居宅患者の薬剤管理を担っている場合も少なくない。 
 

○一方、医療薬学会が認定する「がん専門薬剤師」日本病院薬剤師が認定 
 する「専門薬剤師」「認定薬剤師」等、高度な知識・技能を有する薬剤師が 
 増加している。 
 

○現行制度下、薬剤師が実施できるにもかかわらず、薬剤師が十分に活用 
 されていない業務を改めて明確化し、薬剤師の活用を促すべきである。 
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平成23年2月7日 社会保険審議会介護給付分科会資料１より 

薬の管理が必要 
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在宅医療への薬剤師の関与とその意義 

57.3%

9.1%

1.7%

35.7%

7.9%

10.5%

5.7%

23.3%

46.4%

13.2%

0% 20% 40% 60% 80%

薬剤の保管状況       

薬剤の重複             

併用禁忌の薬剤       

薬剤の飲み忘れ       

薬剤が飲みにくい     
ため残されていた     

薬剤の飲みすぎ       

処方内容と食習慣が
合っていなかった      

副作用の発症          

服用薬剤の理解不足

その他                    

（N=812）

在宅患者訪問薬剤管理指導 
又は居宅療養管理指導の開始時に 

発見された薬剤管理上の問題点 

潜在的な飲み忘れ等の年間薬剤費の粗推計 

 
=約５００億円 

73.5%

60.8%

35.7%

66.2%

65.6%

55.3%

76.1%

66.1%

78.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

薬剤の保管状況       

薬剤の重複             

併用禁忌の薬剤       

薬剤の飲み忘れ       

薬剤が飲みにくい     
ため残されていた     

薬剤の飲みすぎ       

処方内容と食習慣が
合っていなかった      

副作用の発症         

服用薬剤の理解不足

改善 不変 悪化 無回答

（N=465）

（N=74）

（N=14）

（N=290）

（N=64）

（N=85）

（N=46）

（N=189）

（N=377）

在宅患者訪問薬剤管理指導 
又は居宅療養管理指導の取り組みの効果 

出典）平成１９年度老人保健事業推進費等補助金「後期高齢者の服薬における問題と薬剤師の在宅患者訪問薬剤管理指導 
    ならびに居宅療養管理指導の効果に関する調査研究」 

在宅患者訪問薬剤管理指導等により改善される 

飲み残し薬剤費の粗推計 

=約４００億円 

（参考） 
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在宅療養推進アクションプラン （案） 
～薬剤師が地域のチーム医療に参画するために～ 

 

・体調チェック      
フローチャート 

・在宅服薬支援    
マニュアル 

薬局・薬剤師のスキルアップ 
 

 

・地域の薬局情報（訪問薬剤管
理指導業務応需体制等）を把握

するための調査 

・地域の薬局情報公開ツール（薬
局リスト等）の作成 

 
 

 
・医療職/介護職 

・行政 
  医療/薬務 

  介護/介護予防 
   （地域包括支援センター） 

  高齢福祉 
  国保 

・地域住民 

地域支部における 
訪問薬剤管理指導業務の 

応需体制の整備  

地域連携の促進 
～薬局機能・業務の理解促進～ 

・体調チェックフローチャートの改訂 
 【平成23年2月出版予定】 

・在宅服薬支援マニュアルのＤＶＤ化 
 【平成23年2月完成予定】 

・薬局向け調査票のひな形の作成 
 【平成22年度中】 

・薬局リストのひな形の作成  
 【平成22年度中】 

・各方面へのアプローチモデル（手順
書）の作成 

 【平成22年度中】 
・薬局業務の説明用資料の作成 

 【平成22年度中】 

・支部薬剤師会等での研修 
【平成23年度～】 

・地域における推進方策の検討 
【平成23年度～】 

・各方面へのアプローチ、連携の促進
【平成23年度～】 

日 

薬 

支 

部 

薬 

都道府県薬：地域（支部）での円滑な実施のための総合的な支援 

平成23年度末、進捗状況を確認し更なる推進策を検討（全国担当者会議を予定） 15 



地域の在宅応需・連携 
システムの問題点 

• 薬局・薬剤師の視点 
– 在宅に参加する意欲はあり、届け出も出している・・・ 

– 10年待っても医師の訪問指示が来ない・・・・・ 
 

• 一方で医師・看護師からは・・・・ 
– 薬剤師に参加してほしいが薬局情報がない。 

– 患者のかかりつけ薬局に訪問を断られた。 
 

• 在宅医療の連携にミスマッチ！ 
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地域の体制整備として
対応が必要！ 
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ミスマッチ解消 

 
 

・医療職 
・介護職 
・行政 
 医療/薬務 
 介護/介護予防 
 地域包括支援センター 
・地域住民 

・支部における訪問薬剤管理指導業務の体制整備  

・地域の在宅応需体制等を把握するための薬局調査 

 

・地域の薬局情報公開ツール（薬局リスト等）の作成 

・薬局在宅業務の説明用資料 
 

地域連携の促進 
薬局機能・業務の理解促進 

 

・在宅応需体制向け調査票のひな形作成 
・薬局情報一覧リストのひな形の作成 
・薬局在宅業務の説明用資料の作成 

・全国在宅担当者会議  
  

日 

薬 

745 

支 

部 

薬 

地域（支部）での円滑な実施の 

ための総合的な支援 

平成23年度末、進捗状況を確認し更なる推進策を検討（全国担当者会議を予定） 

47 

県 

薬 

全国・全ての市町村   

薬剤師会支部で実施 
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アンケート用紙例 



板橋区の事例・薬局の在宅応需体制一覧 
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リーフレット 
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職種 連携先の例 キーパーソン・部署の例 備考 

医師 地域医師会、歯科医
師会 

介護保険、在宅医療の担当役員 

基幹病院 地域連携室（名称は例示） 

地域で在宅医療に熱
心に取り組まれてい
る診療所（在宅療養
支援診療所）の医師 

医師、看護師、社会福祉士、医療ソー
シャルワーカー 

○既に在宅医療が進んでいる場合、訪問看護や薬局と個別
に連携をとられているケースが多い。既存の連携状況
に配慮しつつ、地域全体で対応していく方向性につい
ての意見交換等からスタートするなどの方法が好まし
い。 

看護師  

訪問看護師 

地域看護協会 訪問看護の担当役員 ○訪問看護に関しては、地域看護協会が主導的な役割を
担っている地域もあれば、訪問看護の団体や事業所な
どが中心となっている地域もある。地域の実情に応じ
て、効果的と思われる連携先へのアプローチを行いつ
つ、看護協会との連携を深める。 

地域医師会 介護保険、在宅医療担当役員 ○地域によっては、訪問看護が医師会主導で進んでいる
ケースもあり、地域の実情に応じて医師会を通じて訪
問看護のキーパーソンとの連携を構築する。 

団体、訪問看護事業
所など 

○地域によっては、特定の訪問看護事業所が地域の訪問看
護の中心的役割を担っているなどのケースもある。看
護協会等の職能団体と連携を図りつつ、こうしたキー
パーソンとの連携を構築する。 

地域包括支
援センター 

地域包括支援セン
ター 

主任介護支援専門員、保健師、社会福
祉士 

○介護職の間ではすでに連携体制が構築されていることも
多く、個別のアプローチよりも既存のネットワークや
協議会を活用することで効果的な連携を図ることが期
待できる（例：在宅ケア協議会、けあねっと、等）。 

○地域のネットワークの中心的役割を担っている者を把握
し、効果的なアプローチ先を検討する。 

○組織的なアプローチの一方で、個別に薬剤師業務への理
解を得る取り組みも効果的である（次項参照）。 

○介護職にとって日常業務での「薬の管理」は大きな負担
である。また、居宅での消毒、感染予防や褥瘡に関す
る知識等についても取得意欲がある。薬の保管や消毒
に関する勉強会等をきっかけとして、介護職個々に、
専門家による薬剤管理、服薬状況の管理が必要である
との認識を持ってもらうことも効果的である。 

○介護支援専門員の更新時研修会には薬剤師が必ず関わる
ことになっており、その機会を活用することも効果的
である。 

○具体的にどのような組織が関わっているかを知るには、
市町村の介護保険課が作成する「利用の手引き」等の
資料も参考にできる。 

○薬剤師の訪問が介護保険の区分支給限度基準額の範囲外
であることについて知られていないケースが多いこと
も念頭におく。 

介護支援専
門員 

介護支援専門員協会 

【表：連携先とアプローチ方法の例】 



診療所の在宅応需体制一覧 
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訪問看護ステーションの応需体制一覧 
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東京都板橋区・在宅連携マップ 
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日本薬剤師会「在宅療養推進アクションプラン」進捗状況 

25 

大項目 具体的項目 状況 合計 ％

614 100.0%

実施・集計済み 463 75.4%

実施済み 46 7.5%

準備しており、これから行う 55 9.0%

準備できていない 51 8.3%

済み 370 60.3%

作成中 24 3.9%

予定 81 13.2%

済み 183 29.8%

作成中 15 2.4%

予定 84 13.7%

済み 116 18.9%

作成中 29 4.7%

予定 84 13.7%

日薬版リーフレットを活用 288 46.9%

日薬版以外のリーフレットを作成・活用 112 18.2%

リーフレット以外の資料を作成・活用 97 15.8%

その他既存資料を活用 108 17.6%

実施している 184 30.0%

準備しており、具体的に行う予定がある 170 27.7%

準備できていない 234 38.1%

周知した 331 53.9%

周知していない 264 43.0%

実施した・日程が決まっている 282 45.9%

日程は決まっていないが実施する予定である 167 27.2%

当面実施予定はない 148 24.1%

支部数

１．地域体制の整備 

薬局調査

薬局リスト

薬局マップ

その他ツール

対外的な説明資料

２．地域連携
多職種への
アプローチ

３．薬局・薬剤師の
スキルアップ

マニュアルの周知

研修会

（注）2012/2/29現在。未報告県あり。岩手・宮城は除く（来年度から実施） 



アクションプランの目標 

• 薬剤師の在宅に関するイメージ転換に 
– 薬局・薬剤師が地域で在宅参加の意思表示 

 

• 他職種に薬剤師の役割、機能を情報提供 
– 「お届け」ではなく在宅医療の質と安全性確保 

 

• 地域の在宅応需体制への貢献 
– 薬局情報を地域の多職種連携のきっかけに 

 

• 在宅を地域薬局の「当たり前の業務」に育てる 
– 支部薬剤師会・指導者の取り組みがカギ!!!! 
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薬剤師が在宅に取り組む意義 

• 超高齢社会に対応した新たな役割 
– 地域で薬剤師の専門性をより活かす試金石 

– より広く深く顧客のＱＯＬ，ＡＤＬ向上に関与 

 

• 地域で評価・選択される薬局・薬剤師に 
– 薬のプロフェッションとしてのやりがい、存在価値 

– 患者、利用者、多職種に顔の見えやすい業務 
 

• 医薬分業の完成に不可欠 
– 全ての医薬品供給に責任をもつ 

– 処方せんと同じ応需義務! 
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本日ご参集の皆様へ 

• 医薬分業を調剤バブルで終わらせないために！ 

• 薬局・薬剤師の活動に成否のカギ 

– 薬剤師の地域における新しい役割を創る 

– 住民・多職種から評価される薬剤師像を創る 

– 地域単位の医療・介護提供体制を創る 

– 成熟した医薬分業体制を創る 

 
28 


